
 

泉北環境整備施設組合郵便等による非参集型入札要綱  

 

平成 24 年８月 30 日 

告 示 第 1 1 号 

  

（趣旨）  

第１条  この告示は、泉北環境整備施設組合（以下「組合」という。）にお

け る 入 札 及 び 契 約 制 度 の 透 明 性 、 公 平 性 及 び 競 争 性 を 確 保 す る と と も に 、

入 札 参 加 者 の 負 担 軽 減 を 図 る た め に 実 施 す る 郵 便 等 に よ る 非 参 集 型 入 札

に関し必要な事項を定めるものとする。  

（対象となる案件）  

第２条  郵便等による非参集型入札の対象となる入札は、指名通知等におい

て「郵便等による非参集型入札」として管理者が通知するものとする。  

（入札書等の提出方法）  

第３条  入札参加者は、入札書その他組合が提出を求めた書類（以下「入札

書等」という。）を、あらかじめ組合が指定する日までに組合に到達する

よう郵送し、又は持参しなければならない。  

２  郵送により入札書等を提出する場合は、所定の事項を全て記入押印した

上で、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法で送付しなければならない。 

３  前項の規定に基づく郵送により発生する費用は、入札参加者の負担とす

る。  

（入札書の保管等）  

第４条  前条の規定により、入札書等が組合に到達したときは、入札事務執

行者はこれを開封せず、開札日時まで厳重に保管するものとする。   

２  入札参加者は、組合に到達した入札書等について、書換え、引換え又は

撤回することができない。  

（開札の立会い）  

第５条  入札参加者は、入札立会人（以下「立会人」という。）として開札

に立ち会うことができる。  

２  前項に定める立会いにおいて、入札参加者は代理人を定め、立会人とす

ることができる。この場合において、入札参加者は、委任状を提出しなけ

ればならない。  

３  開札時になっても立会人が参集しないときは、組合職員のうち、当該入

札事務執行者以外の者が立ち会うこととする。  

４  立会人は、当該入札終了後に入札立会確認書に記名押印しなければなら

ない。  

（開札）  

第６条  開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。  

（入札の中止又は延期）  

第７条  管理者は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、郵便

事情等により入札執行が困難であるとき、その他やむを得ない理由が生じ

たときは、入札を中止し、又は延期することができる。  

 



（入札結果等の公表）  

第８条  管理者は、落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に通知す

るとともに、入札結果を公表する。  

（その他）  

第９条  この告示に定めるもののほか、郵便等による非参集型入札に関し必

要な事項は、管理者が別に定める。  

附  則  

この告示は、平成２４年９月１日から施行する。  

附  則（平成３１年２月１９日告示第４号）  

この告示は、公表の日から施行する。  

附  則（令和２年４月１日告示第６号）  

この告示は、令和２年４月１日から施行する。  

附  則（令和２年９月８日告示第１６号）  

この告示は、公表の日から施行する。  

附  則（令和３年２月１２日告示第５号）  

（施行期日）  

１  この告示は、公表の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の公表の日の前日までに、泉北環境整備施設組合郵便入札要綱

の規定により指名通知を行った入札案件については、なお従前の例による。 


